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要約

里親制度推進のための広報啓発活動では，これから里親になることを希望する者だけでなく広く

一般の地域住民を対象とすることが重要だと夙に指摘されてきた。しかしながら，地方自治体の里

親関連団体による広報啓発活動のうち一般住民に向けた活動がどのように展開されているのかに着

目した研究に乏しく，里親制度の認知度向上に資する方策の共有には課題があるといえる。

そこで，家庭的養護にある児童の割合が低い水準にある鹿児島県における広報啓発活動を事例と

して，一般住民向けの工夫の特徴や意図を明らかにすることを目的とした調査を実施した。その結

果，鹿児島県における里親広報啓発活動は里親希望者の募集という目的に，一般住民の里親家庭に

対する理解を得るという目的を新たに加えてきたことが示された。他方，中学生・高校生・大学生

など青少年に対する広報活動は僅少であり，今後充実させる余地があることも明らかになった。

キーワード：社会的養護，里親，里親月間，広報啓発活動，鹿児島県，フィールド・ワーク

１．背景と目的

里親制度とは，様々な理由で親とともに暮らすことができない児童を法に基づいて家庭環境のも

とで養育する制度である。里親制度には，児童が里親という特定の大人との間に関係を築きながら
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成長することが期待できるなど，施設養護にはない利点があることから社会的養護の諸制度のなか

でもとくに発展が期待されているが，日本においては次のような課題があると考えられている。 

第一に，社会的養護のもとにある児童のうち里親委託児童の占める割合が諸外国に比べて著しく

低いことである。開原ら（2012）による国際比較研究をみると，社会的養護下の児童のうち里親や

ファミリーホームといった家庭的養護のもとにある児童の割合（日本では「里親等委託率」と呼ば

れる）は，2010 年前後において欧米では 50～90％程度，アジアでも 30～50％を占めている。日本

はというと 2011 年度末の時点で 12.0％，2018 年度末でも 19.7％に過ぎず，増加傾向にあるとはい

え極めて低調であることがわかる。もっとも里親の概念・制度は国や地域により多様であり単純な

比較はできないが，改善を要することは明らかである。 

第二に，里親等委託率の低迷に関連して，里親制度そのものの認知度が低いことが課題として挙

げられる。厚生労働省による各都道府県市を対象としたアンケート調査では「里親制度の社会的認

知度が低く，新規委託可能な登録里親が少ない」ことが里親委託を進めるうえでの課題であること

が指摘されている（厚生労働省，2019）。また日本財団が 2017 年に全国の 20～60 代の男女 1500 人

を対象に実施した「『里親』意向に関する意識・実態調査」では、里親の認知についての質問に対し

大半が「名前を聞いたことがある程度」と回答したとされ，里親制度が一般に浸透していないこと

が明らかにされている（日本財団，2018）。里親等委託率を高めるためには，里親制度の社会的認知

度を向上させ，登録里親数を確保することが枢要な課題であるといえる。加えて，周囲の理解と協

力が必要不可欠な里親家庭にとっても，里親の社会的認知度の低さは養育に困難をもたらすおそれ

のあるファクターのひとつであり，早急な改善が望まれるところである。 

それでは，里親の認知度を向上させ，登録里親の増加と委託里親による円滑な養育実践を実現す

るためにはどのような手段が考えられるだろうか。庄司（2003）は学術研究の充実，里親会活動の

活発化などと並んで「積極的な周知，広報」を挙げ「高校の家庭科などの授業で取り上げたり，テ

レビや新聞などのマスコミで正しいかたちで取り上げてもらったり，インターネットにホームペー

ジを設けたりするなどが必要」であると提案しているが，里親に関心がある層だけでなく広く一般

に向けた広報啓発活動のあり方を模索することが有効だと考えられる。しかし，各自治体における

里親広報啓発活動の実態については概括的な報告（例えば，全国里親委託等推進委員会（2016）な

ど）が散見されるのみで，一般市民に向けた工夫に着目した研究はみられない。 

そこで本研究では，里親関連団体・職員（都道府県児童福祉担当主管課，里親会，児童相談所，

里親支援専門相談員など）が主体となっておこなう広報啓発活動において一般市民に向けた活動が

展開されているのか，もしされている場合にはどのような工夫があるのか，工夫の背景にはどのよ

うな意図や実情があるのか等を明らかにすることを目的として調査を実施した。 

 

２．方法 

研究デザインは事例研究であり，鹿児島県の里親関連団体・職員が 2019 年度の里親月間とその
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前後に実施する広報啓発活動について担当者に聞き取りをおこなうとともに，SNS やメディアにお

ける活動についてはそれらを閲覧・視聴し，オン・サイトの活動については現地に赴いてフィール

ド・ワークを実施した。鹿児島県の社会的養護の動向を踏まえ，取材の結果から考察を導いた。 

 

（１）調査対象と調査時期 

対象地域は鹿児島県とした。鹿児島県は里親等への委託が進んでいない都道府県のひとつであり，

社会的養護の担い手としては児童養護施設や乳児院が中心である。じっさい，2017 年度末の里親等

委託率をみると全国平均の 19.7％を下回り 16.0％となっている（厚生労働省子ども家庭局家庭福祉

課，2019）。それゆえ鹿児島県家庭的養護推進計画（鹿児島県，2015）においても里親の認知度向上

が課題とされており，調査の目的を達するに適した自治体といえる。加えて，厚生労働省により取

りまとめられた「令和元年度の里親月間の取り組み実施（予定）状況」に示された活動の種類が豊

富であることも鹿児島県を調査対象とした理由である。自治体によっては講演会や説明会といった

限定的な活動のみ掲載されているところ，鹿児島県では紙媒体の作成・配布，広報誌による啓発，

ホームページの作成・公開，動画媒体の作成，SNS 上での紹介など多岐にわたる活動がおこなわれ

ていることがわかる。これらのことから鹿児島県における広報啓発活動には一般市民を対象とした

工夫が盛り込まれているのではないかと考え，鹿児島県を調査対象の自治体として選択した。 

調査時期は，広報啓発活動が集中的におこなわれている里親月間（10 月）とその前後であり，具

体的には 2019 年 9 月から 11 月である。取材対象とする里親関連団体・職員は次の四者とした。す

なわち①鹿児島県くらし保健福祉部子ども家庭課（以下，県子ども家庭課）②鹿児島県里親会（以

下，里親会）③中央児童相談所（以下，中央児相）④里親支援専門相談員である。とくに里親関連

団体が相互に連携して実施する広報啓発活動に着目して調査をおこなった。実施した聞き取りとフ

ィールド・ワークの日付，内容，場所，そして団体（担当者）は表 1 に示すとおりである。 

 

（２）調査・分析方法 

鹿児島県の里親広報啓発活動の実態を把握し，一般向けの工夫について検討するため，主として

関連団体の担当者への聞き取り調査と広報啓発活動の現場を訪ねてのフィールド・ワークをおこな

った。聞き取り調査では，鹿児島県における里親委託の現状や広報啓発活動の内容や意図について

伺い，そのうえで取材依頼をした。またフィールド・ワークでは，広報啓発活動を参加観察すると

ともに担当者へのインフォーマルなインタビューをおこなった。得られた結果は文書化し，記述的

分析（佐藤，2008）を施した。分析に用いた資料は，聞き取りの逐語録，フィールド・ノーツ，収

集したパンフレットや配布資料などの文書，そして撮影した写真である。 

なお，聞き取り調査とフィールド・ワークを担当したのは第二著者であり，筆頭著者は調査や分

析の方針について指導学生である第二著者に指導・助言するとともに，本稿の執筆を担当した。も

っとも本論文の内容に関する最終的な責任を筆頭著者が負うべきことはいうまでもない。 
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表 1 聞き取り調査とフィールド・ワークの概要（筆者作成） 

月日 
内容 

（時間） 
場所 

取材した里親関連団体・職員（担当者） 

① ② ③ ④ 

県子ども 
家庭課 

県里親会 中央児相 
里親 

支援専門
相談員 

19 月 20 日 
里親説明会の参加観察 

（約 2 時間） 
A 市 

A 公民館 
－ － T さん 4 名 

10 月 17 日 
聞き取りと依頼 

（約 30 分） 
鹿児島県庁 M さん － － － 

10 月 19 日 
聞き取り 

（約 30 分） 

鹿児島県 
社会福祉 
センター 

－ P さん － － 

10 月 17 日 
聞き取りと依頼 
（約 1 時間） 

鹿児島県 
中央児童相談所 

－ － 
T さん 
G さん 

－ 

10 月 20 日 
パネル展示とパンフレ
ット配布の参加観察 

（約 1 時間） 

白波スタジアム
前広場 

U さん 
M さん 

－ － 
X さん 
Y さん 

ほか 3 名 

10 月 24 日 
パンフレット配布の 

参加観察 
（約 30 分） 

コープ荒田店 － － － 4 名 

11 月 23 日 
パネル展示とパンフレ
ット配布の参加観察 

（約 1 時間） 

指宿市 
ふれあいプラザ 

なのはな館 

U さん 
M さん 

－ － 
A さん 

ほか 2 名 

注１）表中の「－」は取材当日に接触がなかったことを示す。 



瀨川　朗・上田　瑞紀：里親広報啓発活動における一般市民を対象とした工夫　－鹿児島県における事例 － 49

 

 

 

 

 

 

 

 
図 1 鹿児島県における里親関連団体と広報啓発活動（調査対象としたもののみ）（筆者作成） 

 

 

 

 

 

 

 

 



鹿児島大学教育学部研究紀要　教育科学編　第73巻　（2022）50

３．結果 

里親関連団体により実施される広報啓発活動を「メディア・SNS からの発信」と「イベントへの

出展と説明会の開催」に分け，それぞれに属する活動の概要と一般市民に向けた工夫を整理した。 

 

（１）SNS・メディアからの発信 

メディア・SNS を通じておこなっている広報啓発活動のうち主なものとして，県ウェブサイトへ

の掲載，Facebook および Twitter への投稿，そしてテレビ番組の放映について述べる。 

 

ア）鹿児島県ウェブサイトへの掲載 

県のウェブサイトで里親制度に関する情報が掲載されているのは「子ども・少子化対策」の下位

にある「児童福祉・施設・里親」というカテゴリである。なかでも「里親制度へのご理解とご協力

をお願いします！」と題されたページには，「知ってください！里親のこと！」という文言が大きな

文字で強調され，里親制度への理解を求める内容と里親制度説明会の日程表が記載されている（図

2）。リンクは 2 カ所あり，一方は厚生労働省が作成した里親月間のリーフレット，もう一方は鹿児

島県の里親制度説明会のチラシである。里親制度説明会のチラシは裏表 2 ページ構成で，1 枚目（表

面）では里親制度の説明と里親になるための流れが大まかに説明され，里親制度説明会の日程等が

記載されている（図 3）。2 枚目（裏面）には里親になるための要件や養育のための費用など里親制

度に関する 9 つの質問とそれに対する回答が示されている（図 4）。このチラシはウェブサイトで閲

覧できるほか，鹿児島県庁や各市町村の窓口でも配布されている。年間を通じて里親制度について

の情報提供がおこなわれている点がウェブサイトの特徴であるといえる。 

ウェブサイトは必然的に不特定多数に向けられた媒体であり，里親希望者だけでなく広く一般に

向けた工夫が施されている。例えば，アップロードされた里親制度説明会のチラシについて里親専

門支援相談員の Y さんは次のように語っている。 

 

筆 者： 鹿児島県のチラシは誰を対象に訴えているんでしょうか。 

Y さん： そうですね。昔はこのチラシの里親制度をご存知ですかじゃなくて，里親になりませんか

というような〔里親に〕なってっていうようなチラシだったんですよ。でもそれだけじゃ

ちょっとまずいと。まずは知ってもらうことが大事だからということで，ここを変えても

らったんですよ。 

―― 2019 年 10 月 20 日のフィールド・ノーツより 

 

チラシの文言を「里親制度をご存知ですか？」に改めた経緯から推察するに，ウェブサイトに「ご

理解とご協力をお願いします！」や「知ってください！里親のこと！」と掲げたのも，里親希望者

を募集するためだけでなく一般の興味・関心を誘うためでもあると捉えることができる。 
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図 2 鹿児島県ウェブサイトの里親広報ページ「里親制度へのご理解とご協力をお願いします！」 
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図 3 里親制度説明会の案内チラシ（表面） 
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図 4 里親制度説明会の案内チラシ（裏面） 
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イ）Facebook および Twitter への投稿 

インターネットを通じた広報活動はウェブサイトだけでなく SNS（会員制交流サイト）を通じて

もおこなわれている。鹿児島県では SNS を新たな広報媒体と位置づけ，Facebook および Twitter

を里親制度の周知に活用している（鹿児島県，2019）。 

まず Facebook については，「鹿児島県庁」Facebook アカウント（@pref.kagoshima）の運用が

2013 年 3 月から開始されており，県政情報のほか職員採用や県が主催する講演会のお知らせなど鹿

児島県に関する情報が発信されている（鹿児島県, 2013）。里親広報啓発に関する投稿は 9 月 20 日

と 10 月 4 日にそれぞれ 1 件ずつあり，前者は県政広報テレビ番組にて「ご存知ですか？『里親制度』」

が放送されることの予告であり，後者は「毎年 10 月は「里親を求める運動月間（里親月間）」です」

と題したもので，里親制度の理解と支援を求める内容である（図 5，図 6）。 

また，2011 年 7 月に設けられた Twitter アカウント「鹿児島県政情報」（@kagoshimakensei）で

は鹿児島県政に関する様々な情報を発信しており，10 月 4 日には里親制度に関するツイートを投稿

している（図 7）。内容は 10 月 3 日の Facebook における投稿を要約したもので，リンクをクリッ

クすることで詳しい情報や里親説明会の案内を閲覧することができるようになっている。Facebook

の投稿も Twitter のツイートも前述の里親制度説明会の案内チラシが画像として添付され，手軽に

閲覧することができるようになっている。 

Facebook および Twitter における広報を担当する県子ども家庭課の職員 M さんによれば，里親

制度説明会のチラシを添付したり連絡先を記載したりすることで里親に関心はあるけれども，児童

相談所への問い合わせには至っていない県民の説明会への参加へとつなげようという意図があると

いうことである。 

 

筆  者： SNS 拝見させてもらったんですけれど…あれも，里親募集というよりは，知ってもらうと

いうのがメインになるんですかね。 

M さん：そうですね。知ってもらって，関心がある人が連絡取りやすいようにってことで…。今日

もいらっしゃったんですけど，（中略）どこに相談したらいいかわからないっていう方も

いらっしゃって。で，こういうのを見せると，あ，ここに相談すればいいんですね，児童

相談所の方に連絡すればいいんですねっておっしゃっていただけるので。そういう人たち

をまあ見つけるというのも一つの目的ですね。 

―― 2019 年 10 月 20 日のインタビュー逐語録より 

 
他方，投稿の文言が「里親制度をご理解いただき，地域の里親や子どもたちをご支援くださるよ

うお願いします」となっていることからもうかがえるように，里親に関心を持ち詳しい情報を得た

い県民を対象とするだけでなく，里親制度の知識が乏しいと考えられる大多数の閲覧者に向け里親

家庭の存在をアピールし，理解を得るための一助とするという目的を併せ持っている。 
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図 5  Facebook アカウント「鹿児島県庁」における 2019 年 9 月 20 日の投稿 
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図 6 Facebook アカウント「鹿児島県庁」における 2019 年 10 月 4 日の投稿
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図 7 Twitter アカウント「鹿児島県政情報」における 2018 年 10 月 10 日の投稿
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図 8 広報番組「ご存知ですか？『里親制度』」の動画 

（KTS 鹿児島テレビ「サチのかごしまリサーチ」ウェブサイトより引用） 

 

 

 

 

 

図 9 広報番組「ご存知ですか？『里親制度』」のワン・シーン 

（KTS 鹿児島テレビ「サチのかごしまリサーチ」ウェブサイトより引用） 
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ウ）テレビ番組の放映 

鹿児島県では，県政広報番組として 4 つのテレビ番組と 2 つのラジオ番組が制作されている。そ

のひとつである KTS 鹿児島テレビ「サチのかごしまリサーチ」（毎週土曜日 17 時 25 分から 17 時

30 分）では，9 月 21 日に「ご存知ですか？『里親制度』」が放送された。この番組は 9 月 24 日の

25 時 45 分から 25 時 50 分にも再放送されており，また 2020 年 3 月現在，KTS 鹿児島テレビのウ

ェブサイトで動画を閲覧することができる（図 8）。 

番組は 4 分間で，アナウンサーを聞き手として県子ども家庭課の職員が里親制度の概略と鹿児島

県における里親推進の現状を解説したのち，児童相談所の職員と里親支援専門相談員が里親家庭を

訪問する様子を紹介し，最後に里親制度説明会の開催予定や問い合わせ先を伝えるという構成とな

っている。里親家庭訪問のシーンにおいて子どもを養育する喜びや悩みについての里親の語りを加

えたり，子どもの描いた絵をアップで映したりすることで視聴者に親近感を与えるとともに，里親

に関心があるが積極的に希望するには至っていない視聴者の不安を和らげ，問い合わせを後押しす

る意図がうかがえる。また児童相談所の職員らが里親と対話する場面（図 9）も挿入され，里親家

庭には行政の手厚いバックアップがあることを印象づけている。番組は「家庭という居場所が必要

な子どもたちの力になる里親制度。その理解が深まっていくといいなと思いました」というアナウ

ンサーの言葉で締めくくられ，里親制度が子どものためのものであることを伝えている。 

テレビ番組もインターネットを用いた広報啓発と同様に，里親制度についての知識がない一般の

視聴者を想定している。県子ども家庭課の M さんは，番組制作の趣旨と県民の里親制度に対する認

知度が低いこととを次のように関連づけて述べている。 

 

筆  者：今回の〔テレビ番組の〕放送も知ってもらうっていうのが一番の意図なんですか。 

M さん：まず里親制度って聞くと，犬とか猫とかの制度を思い浮かべる方もいるので，そうではな

くって，子どもたちのためにこういう制度があるんですよって知ってもらって。というの

も，今は里親家庭の子どもたちも増えているので，やっぱり周りの人たちの理解も必要に

なってきているんですよ。 

―― 2019 年 10 月 20 日のフィールド・ノーツより 

 

児童福祉制度としての「里親」よりも動物を保護する「里親」のほうが浸透しているという感触

は里親関係者からしばしば耳にすることだが，そのこともあってか広報番組内ではインターネット

上での検索ワードとして「鹿児島県 里親」ではなく「鹿児島県 里親制度」を用いることを促し

ている。また里親家庭に対する「周りの人たちの理解」が求められる背景として「里親家庭が増え

ている」現状があることについては，番組ウェブサイトでも「鹿児島県でも，里親家庭が徐々に増

加している中，家庭という居場所を求める子ども達のために，より多くの里親を求めて，里親制度

の普及啓発に取り組んでいます」と説明されている。2015 年 3 月に策定された家庭的養護推進計画
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によれば 2003 年度には 12 人に過ぎなかった里親等委託児童も，2018 年度には 133 人と 10 倍以上

に増加しており，また 2019 年 12 月に発表された「鹿児島県社会的養護推進計画（仮称）」の素案で

里親等委託児童数の目標が 298 人（2029 年度）とされていることからも，今後より多くの県民から

の理解を得るためメディアを通じた広報啓発活動の重要性が増していくものと考えられる。 

なおテレビ番組に加え，県内のラジオ放送局（あまみエフエム，FM さつませんだい）にて広報

番組が放送されるとともに，ラジオスポット CM も制作されているが，実際の放送を聴取すること

ができず本稿では割愛した。市町村が発行する広報誌への記事の掲載についても同様の理由により

やむなく考察の対象から除いた。 

 

（２）イベントへの出展と説明会の開催 

ここでは，里親関連団体・職員が主催，実施する直接的に住民と接する広報啓発活動を取り上げ

る。2019 年度の里親月間前後に広く県民を対象におこなわれた活動は「パンフレット配布・パネル

展示」と「里親制度説明会」に大別される。そこで「パンフレット配布・パネル展示」のうちスポ

ーツ・イベントと地域イベントの場での活動それぞれ 1 件ずつと，中央児童相談所管内の A 市にて

開かれた「里親制度説明会」1 件を調査の対象とした。県里親会による「里親研修大会」も広報活

動の一環であるが，主たる対象が里親会会員，里親登録者，福祉行政関係者であり一般向けとは言

い難いため調査の対象とはしなかった。 

 

ア）スポーツ・イベントでのパンフレット配布・パネル展示 

県子ども家庭課は児童相談所および里親支援専門相談員と連携して，プロサッカーチーム「鹿児

島ユナイテッド FC」のホームゲーム会場（白波スタジアム）にてパンフレット配布およびパネル

展示を行っている。2019 年は 10 月 20 日に実施された。この日の入場者数は 5, 646 人である（日本

プロサッカーリーグ, 2019）。 

白波スタジアム前広場には，飲食物の販売や企業や官公庁による広報活動のためのブースが立ち

並んでいる。その一角に里親制度の広報のためのブースがある。ブースには次のような物品が備え

られている。まず来場者の目に留まるのは「ご存じですか？里親制度」と書かれたのぼりである（図

10）。こののぼりはブース付近に 3 旒立てられている。ブースの長机にはパネルが 5 枚立て掛けら

れており，パネルの内容はそれぞれ「里親制度 Q&A」「里親登録までの流れ」「里親・里子を支援

する仕組み」「里親になるための手続きは」「ご存知ですか？里親制度」となっている。 

試合開始 40 分前の広場は人の往来も多く，家族連れで賑わっている。子ども家庭課の職員 1 名

が相談に応じるためブースで待機し，そのほかの担当者（子ども家庭課職員 1 名と里親支援専門相

談員 3 名）がブース付近やブース前の通りに立ってチラシを配布している。チラシは鹿児島県が作

成した「ご存知ですか？里親制度」（図 12，図 13）と，厚生労働省による「はじめての『里親制度』

知るとできることがある」（図 14）の 2 種類で，ポケットティッシュとともに綴じられている。 
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図 10 スポーツ・イベントにおける里親制度広報ブース （筆者撮影） 

 

 

図 11 スポーツ・イベントにおけるチラシ配布の様子 （筆者撮影）
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図 12 鹿児島県作成の里親制度案内チラシ「ご存知ですか？里親制度」（表面）
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図 13 鹿児島県作成の里親制度案内チラシ「ご存知ですか？里親制度」（裏面） 
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チラシを配布する担当者はブース前に立てられたのぼりと同じものを抱え，かごしま PR キャラ

クター「さくら」の着ぐるみを伴ってブース周辺を巡回し，通行人だけでなく屋台に並んでいる来

場者などにも手渡している。子どもたちがさくらの着ぐるみに駆け寄り，家族がその後を追ってく

る姿もみられる（図 11）。チラシを手に取る来場者に「里親制度，ご存知ですか？」などと言葉を

かけながら，さくらとともに広場を縦横に移動して配布をする姿が印象的であった。 

それでは，こういったスポーツ・イベントでのパンフレット配布・パネル展示の目的・ターゲッ

トはどのようなところにあるのだろうか。里親支援専門相談員の X さんにチラシ配布の合間に尋ね

ると「とにかく知ってもらうための機会」として考えているとのことであった。 

 

筆 者： こういったイベントにはよく参加されているんですか。 

X さん：  鹿児島県には里親支援専門相談員が 13 人くらいいるんですけど，色んな地域でイベント

があるじゃないですか。そこでブースを設けてチラシを配ったりしていますね。 

筆 者： スポーツ観戦の場でも広報活動をするっていうことは意外というか…驚きでした。 

X さん： 〔サッカーの試合会場での活動は〕異色なんだけどね。とにかく知ってもらうための機会

をね。下手な鉄砲数撃ちゃ当たるじゃないけど。 

―― 2019 年 10 月 20 日のフィールド・ノーツより 

 

チラシ配布はスーパーマーケットのような商業施設や福祉に関心のある市民が集う地域イベン

トで実施することが多く，そのような意味でスポーツ・イベントは「異色」である。また，そもそ

もスポーツ・イベントへの出展やチラシ配布は行政が主体となっておこなう広報啓発活動としては

それほど一般的ではないようで，埼玉県や大阪市といった大都市圏では実施されているが「令和元

年度の里親月間の取り組み実施（予定）状況」を確認するかぎり九州地方での実施は鹿児島県のみ

である。このようなスポーツ・イベントでのチラシ配布は，X さんが「鉄砲数撃ちゃ」と表現する

ように不特定多数を対象とし，そのうえでとくに里親制度への関心を寄せる層にコンタクトするこ

とが目指されているため，まずは多くの来場者の目に留まることが求められる。そのための工夫の

ひとつにかごしま PR キャラクターの「さくら」の活用がある。 

 

M さん：〔写真を撮影している筆者に〕よかったらさくらちゃんも写真に撮ってくださいね。 

筆  者：キャラクターを使っていらっしゃるんですね。何か理由があるんでしょうか。 

M さん：着ぐるみやキャラクターがいたほうが，子どもたちや家族にアピールしやすいので。 

―― 2019 年 10 月 20 日のフィールド・ノーツより 

 

M さんの想定通りキャラクターは子どもたちの注目を集め，大人へとチラシを渡すことにつなが

っていた。それだけでなく，里親家庭にとって同じように子育てをしている周囲の家庭の理解を得
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ることは大切であるということから，家族連れが多く集まる休日のイベント会場で，着ぐるみキャ

ラクターを用いてチラシ配布をするという方法をとっていることがわかる。 

チラシの内容はというと，鹿児島県作成の「ご存知ですか？里親制度」も厚生労働省作成の「は

じめての『里親制度』知るとできることがある」もどちらかというと里親募集の色彩が強いもので

あった。「ご存知ですか？里親制度」は大見出しこそ一般向けとなっているが，それ以外は「あなた

を必要としている子どもたちがいます」など里親になることを希望する県民に訴求する内容が中心

といえる。もう一方の厚生労働省によるリーフレット「はじめての『里親制度』知るとできること

がある」も裏面に「里親になってみませんか？」とあるように里親希望者に向けたものである。パ

ネル展示についても，1 枚は「ご存知ですか？里親制度」と題するものだが，それ以外は里親委託

されるまでのプロセスを説明することや里親希望者の不安を軽減することを目的としたもので，ブ

ースに立ち寄ることを想定されているのは主には里親希望者であることがわかる。 

これまでみたように，スポーツ・イベントでの広報啓発活動ではパンフレット配布とパネル展示

がおこなわれており，来場者で混雑する時間帯に集中的にパンフレット配布をおこなったり，家族

連れをターゲットとした工夫を施したりすることで，可能な限り多くの通行人に情報が届くことが

目指されていた。一方でパンフレットやパネルの内容は里親募集に主眼があるもので，またブース

にも相談を受ける職員が待機しており，とくに里親制度に関心が高い住民や里親希望者の要求にも

応えるものとなっていた。 

 

イ）地域イベントでのパンフレット配布・パネル展示 

ここでは「家庭教育支援キャラバン 指宿市親子すくすくフェスタ」（2019 年 11 月 23 日開催）で

の広報啓発活動を紹介する。「親子すくすくフェスタ」は県教育委員会が主催するイベントで，例年

指宿市のふれあいプラザなのはな館で開かれ，家庭教育に関する講演や，ものづくりワークショッ

プ，読み聞かせステージなど子どもが大人とともに楽しめる企画が催されている。フェスタでの広

報活動も鹿児島ユナイテッド FC の試合会場での活動と同様に，県子ども家庭課と里親支援専門相

談員が連携しておこなっている。 

「親子すくすくフェスタ」はふれあいプラザなのはな館の中央ホールと体育館が主な会場となっ

ており，里親制度の説明ブースはものづくりワークショップと同じ体育館に設けられている。開場

から 1 時間が経過した頃に体育館を訪れると，キーホルダー作りや栞作りなどができるブースが設

けられそれぞれ 10 人ほどの参加者が製作に取り組んでいる様子がみられた。体育館に入り正面奥に

里親制度の広報ブースがあり，スポーツ・イベントと同様に「ご存知ですか？里親制度」と書かれ

た橙色ののぼりが立てられている。ブースの長机に立てかけられたパネルは，花やキャラクターの

モチーフでかわいらしく飾られている。用意されているチラシは 3 種類で，ウェブサイトにもアッ

プロードされている県内の里親制度説明会の案内チラシ（図 3，図 4），厚生労働省作成の里親リー

フレット，そして同じく厚生労働省作成の児童虐待防止に関するチラシである。児童虐待防止に関 
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図 14 地域イベントにおける里親制度広報ブース （筆者撮影） 

 

 

図 15 地域イベントにおける個別相談の様子 （筆者撮影） 
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するチラシがあるのは 11 月が児童虐待防止推進月間となっているためであり，児童虐待防止のシン

ボルであるオレンジリボンも用意されていた。ブースには 3 種類のチラシが飴とともに綴じられた

状態で置かれ，その奥に来場者が職員に相談できるような空間が設けられていた。 

「親子すくすくフェスタ」で広報活動を担当するのは県子ども家庭課の職員 2 名と里親支援専門

相談員 3 名の合計 5 名である。県子ども家庭課の職員は主に相談への対応，里親支援専門相談員は

主にチラシ配布をおこなっていた。筆者が観察していたおよそ 40 分の間に 2，3 組の来場者がパネ

ルに目を向けており，年齢層は 40～50 代とみられる夫婦から，飾りつけに興味を示す 3，4 歳くら

いの幼児まで幅広い。メモを取りながら熱心に職員の話を聞く 40～50 代女性の姿もあった。 

県子ども家庭課の U さんも言及するように，地域イベントでの広報啓発活動もスポーツ・イベン

トと同様，広く一般に対する里親制度の周知を目的としたものである。また U さんと里親支援専門

相談員の A さんの実感としては，イベントでの広報活動は情報が届く範囲が限られていることもあ

り課題も多いが，普及啓発の効果が少しずつ現れているということである。 

 

筆  者： 今回の出展はどういう意味合いがあるんでしょうか。 

U さん： 色々な人に知ってもらうというのがメインですね。今回の参加で，少しでも広まってもら

えれば。 

（中略） 

筆  者： 広報活動をされていて，効果は実感できますか。 

A さん： 最近チラシ配っていて，ああ，とか，聞いたことあるっていうリアクションされる方は増

えたんじゃないかなあ。 

U さん： さっきチラシ配っていて，「〔鹿児島〕ユナイテッド〔FC の試合会場〕でも配っていまし

たよね」って言われたよ。でも，知ってはいるけど，周りに〔里親は〕いないって人が多

い印象だね。なかなか大きい効果ってのは得られていないけどね。何もしないよりは。 

―― 2019 年 11 月 23 日のフィールド・ノーツより 

 

こうした現状認識のもと地域イベントでも一般向けの活動の工夫が試みられている。例えば，パ

ンフレットの配布対象を特定の年齢層や属性に限定するのではなく，あらゆる参加者に対して配布

をおこなっていた。また，子どもの目にも留まることを期待して，アニメ・キャラクターの絵や折

り紙で折られた花などでパネルが飾りつけられていた。総じていえば，家族連れを中心とした幅広

い県民を対象としながらも里親希望者の個別相談にも対応できるような体制を整えている点などス

ポーツ・イベントでのパンフレット配布・パネル展示と共通する特徴を有していた。 

 

ウ）里親制度説明会の開催 

スポーツ・イベントと福祉イベントにおける広報活動が県子ども家庭課と里親支援専門相談員の
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連携により実施されていたのに対し，本項で述べる「里親制度説明会」は児童相談所と里親支援専

門相談員が主体となっておこなわれている。県内 10 数カ所が会場となっているが，そのうち中央児

相管内の A 市の A 公民館にて 9 月 20 日午後に開かれた説明会を観察の対象とした。

この日の説明会を担当するのは，中央児相の職員 1 名と里親支援専門相談員 4 名である。まず児

相職員より 1 時間ほど DVD とスライドを用いた説明があり，続いて 10 分ほど質疑応答の時間が設

けられている。全体説明の終了後に「個別相談」として児相職員と里親支援専門相談員が希望者か

らの相談を受けるという流れであった。配布資料は 3 種類で，スライド（28 頁）を縮小印刷したも

のに加え，厚生労働省作成の「『里親』いま，家庭の新しいカタチ」と全国児童養護施設協議会作成

の「もっと，もっと知ってほしい児童養護施設」が用意されていた。会場の後方にはイベントでも

使用されたパネルも置かれていた。参加者は 3 組 6 名で，いずれも 2 人組であった。

全体説明は参加者が里親制度についての知識がないことを前提とされており，里親とは何か，ど

のようなプロセスを経て里親になるのかといった基礎的な内容から，里親に対する委託費やサポー

ト体制まで言及されていた。最後に県内の状況として社会的養護児童数や里親登録世帯数，里親委

託率の推移などのデータが示された。質疑応答では，里親登録世帯は持ち家に居住しなければなら

ないのか，転勤になった場合はどうなるのか，鹿児島県では新生児里親委託（いわゆる「愛知方式」）

に需要があるのかといった質問があった。個別相談には 3 組のうち 2 組が参加し，児相職員や里親

支援専門相談員が相談に応じていた。終了後にはパネルに見入る参加者の姿もみられた。

里親制度説明会の対象と目的については，後日，案内チラシ（図 3，図 4）の文言について中央

児相の G さんに尋ねるなかで，里親になることを強く希望する人に情報を伝えるだけではなく，里

親制度について「広く説明，周知する」ことを意図していることがわかった。

筆 者：鹿児島県の〔里親制度説明会の案内〕チラシの対象はどこになるんでしょうか。

G さん：当初は里親募集説明会という形で，名前からわかるように里親さんになりたいという方を

募集する説明会だったんですけれども。里親さんになりたいという方だけではなく，行政

いわゆる子どもの福祉に携わる方々も含めて行政の方にも広く正しく里親制度を知って

いただく必要があるし，里親になりたいという方だけではなく，里親の両親であったり親

族であったり周りの方々とか（中略）そういうところにも里親ってこういうものなんだよ，

こういう制度なんだよというのを正しく知ってもらわないといかんねという思いもあっ

て。昨年度からかな，里親募集説明会という名前を里親制度説明会に変えて，誰でも来て

くださいね，里親さんになりたい人だけではなく広く説明，周知するという意味で説明会

を行っているという状況です。

筆 者：ということは…以前は里親になりたいという方だけしか参加できなかったんでしょうか。

G さん：そういうことではないけれども里親募集説明会とすると，そこに行くと〔里親に〕ならん

といけんのじゃないかという思いになって参加をためらってしまうという方もなかには
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いらっしゃるんじゃないかなというところはありますね。 

―― 2019 年 10 月 17 日のフィールド・ノーツより 

 

とくに注目すべき点は，広報啓発の対象者を拡大するために昨年（2018 年）度から説明会の名称

を変更するなどの取り組みがなされていることである。名称を変えるだけでなく新たに民生委員に

対する説明の場を設けるなど，里親委託者や登録者だけでなく地域における一般住民が里親家庭を

支援する体制を整える試みが積極的に模索されている途上にある。里親制度説明会は里親を募集す

るという従来の役割を担いつつも，地域の里親支援体制の構築のためにその位置づけを変容させて

いるといえる。 

 

４．まとめと今後の課題 

これまでみたように，鹿児島県における里親関連団体・職員における広報啓発活動は，新規里親

希望者の開拓という側面だけでなく，地域の理解に基づき里親家庭を支援するという目的のもと一

般住民に向けた様々な方策がとられていることが明らかとなった。本研究で対象とした広報活動の

うち，SNS・メディアを通じた発信とイベントへの出展では，「とにかく知ってもらう」ことを目的

として対象者を限定せずに多くの県民に向けてアピールをし，とくに関心がある層などには説明会

の形式でコンタクトするという区別があるが，いずれについても直近数年のうちに，里親希望者の

みを対象としていると捉えられかねない内容を避け，里親希望者のみを対象とした内容をより広く

一般を対象としたものに変更するなどの対応を進めていることが確認できた。 

このような一般に向けた広報啓発活動の工夫の背景にある意図として，里親委託率の引上げはも

とより予期せぬ妊娠による新生児遺棄等の防止が再三挙げられたことは印象深い。里親関連団体・

職員のなかでもとくに児相職員への聞き取りやインフォーマル・インタビューからは，そのことが

強くうかがわれた。例えば，9 月 20 日の A 市における里親制度説明会で担当者の G さんが鹿児島

県内の過去の新生児遺棄事件に触れたことについて後日尋ねると，以下のような返答があった。 

 

G さん： 望まない妊娠とか，そういう人たちがこういう赤ちゃん縁組という制度もあって自分は産

まないといけないけど育てられないといったときに，こんな制度があるんだと知っていれ

ば相談につなが〔ることもあり〕，（中略）若い女性が運ばれてきたり病院にかかったりし 

たときに，あなた大丈夫ねって言って，こんな制度もあるんだよって言って医療関係の人 

が教えてあげたり行政の方が絡んできて，大丈夫ねって，こんな制度もあるんだよって言 

って教えてあげられたりすると，救われるお母さんもいるし生まれてくる赤ちゃんも救わ

れるわけだからというのが当然ある（中略）〔だから〕広く知ってもらうっていうのも里

親になる方だけに知ってもらうことだけじゃなくて，子供に関わることが想定されるいろ

んな人たちにこういう制度があるんだよっていうことを知ってもらうということが大事
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なのかなという思いですね。 

―― 2019 年 10 月 17 日のフィールド・ノーツより 

 

厚生労働省が，里親委託の推進にあたり「予期せぬ妊娠による新生児の遺棄・死亡事例等の防止」

のために「社会的養護制度の周知が重要である」（厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課，2019）と指

摘するように，里親制度の広報啓発は，里親募集だけでなく予期せぬ妊娠による新生児の遺棄・死

亡や，地域ぐるみの子育ち支援体制の構築に資するものでもある。鹿児島県における広報啓発活動

においても，里親リクルートという目的だけでなく制度の周知を目指すという現在の方向性が今後

も継続されることが望まれる。 

一方で，一般向けの広報活動としては様々な課題があることも明らかとなった。ここでは（1）

医療や教育との連携が希薄であること（2）市民参加の要素が不足していること（3）効果の検証が

不十分であることの 3 点を取り上げ，先駆的な事例をもとに活動改善のための提案を述べたい。 

第一に，医療や教育との連携が希薄であるという問題が挙げられる。伊藤（2018）は，里親家庭

の状況に関する調査を踏まえて不妊治療の限界に直面したことで里親養育を選ぶ世帯が多いことを

指摘し，広報啓発を「福祉業界でのみ進めるのではなく、 医療をうまく巻き込むことができれば，

よりいっそうの里親開拓が効率よく進められるのではないか」と提言している。実際に，市民団体

や NPO のネットワーク力を活用した啓発活動に取り組む福岡市では市医師会の協力を得て市民フ

ォーラムを開催するなどしており，鹿児島県においても福祉関係者以外との協働のための方策が求

められる。また教育との連携も課題のひとつであり，若年層に向けた広報活動も重要であるにもか

かわらず鹿児島県では若年層にターゲットを絞ったものはみられなかった。静岡市では里親家庭の

支援活動を NPO 法人静岡市里親家庭支援センターが担っているが，大学での出前講座を実施し社

会的養護への理解を広げることを試みている（相原, 2016）。高等学校や大学といった教育機関との

連携のうえで高校生や大学生を対象とした里親制度の啓発を推進することが必要である。 

第二に，市民参加の要素が不足していることがある。上述の福岡市では子ども NPO センター福

岡を中心に，「市民参加型普及事業」として里親フォーラムや出前講座が開催され，多様な市民が集

う工夫が凝らされており，多数の市民の参加を得ることで社会的養護への関心を高めることに成功

した。そして結果として里親等委託率の上昇にもつながった事例である（藤林・坂本, 2010）。福岡

市のような市民参加型フォーラムの企画も有効な手段として考えられるのではないだろうか。里親

家庭が養育を抱え込まないようにするために，「里親（制度）について広く知ってもらえるような広

報・啓発の取り組みの拡充が重要」（伊藤, 2018）であり，そのために里親希望者のみでなく市民の

参加を促す具体的な取り組みを構想すべき時にきているといえるだろう。一方で，里親業務に専念

できる担当者が十分確保できない現状ではフォーラムや講座の企画・運営が難しいという実情もあ

り，民間里親支援機関の育成を視野に入れるべき（三輪, 2015）との指摘は重要である。 

第三は効果の検証が不十分であることである。鹿児島県における広報啓発活動に携わる関係者へ
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のインタビューから，様々なイベントを通じてのアピールが徐々に実を結びつつあるという感触を

得ていることが感じられた。この歩みを止めないためにも，SNS・メディアを通じた発信やイベン

トへの出展など方法ごとの効果を比較することを望みたい。この点については，木村（2012）は「里

親の声を直接聴くという方法が効果的ともいわれている」としながらも「さまざまな啓発方法に関

する効果の検証」を今後の課題として指摘しており，さらにそもそも「啓発の不足と里親委託の関

連を実証的に検証している研究は見当たらない」とする見解もある（三輪, 2016）。広報啓発活動の

効果の検証については鹿児島県に固有の問題ではなく，全国的な課題といえるだろう。行政と大学

などの研究機関が連携して，公的機関だけでなく NPO 法人などの民間機関が青少年向けに展開し

ている事例を収集して活動に生かすこと，そして社会的養護への理解推進に広報啓発の種類や内容

がどのように影響するのかを実証的に明らかにすることが今後の研究課題として挙げられる。

折しも本調査の実施期間中に，鹿児島県長島町を舞台に里親家庭を描いた映画『夕陽のあと』が

公開された。たんに里親や児相職員が登場するというだけでなく，児童福祉をめぐる様々な問いを

私たちに投げかける作品でもある。また，2021 年に公開された映画『海辺の金魚』は，鹿児島県阿

久根市の協力のもとに撮影がおこなわれた作品であり，児童養護施設で暮らす少女を主人公とした

ものである。両作の上映をひとつの契機として鹿児島県の，そして全国の社会的養護のもとにある

子どもたちへの理解と支援が広がることを願ってやまない。

付記

本論文は第二著者が鹿児島大学教育学部に提出した 2019 年度卒業論文の一部を筆頭著者が再構

成したものである。

ご多忙のところ調査へご協力いただきました鹿児島県くらし保健福祉部子ども家庭課の皆様，中

央児童相談所相談部地域支援指導課の皆様，鹿児島県里親会の皆様，そして里親支援専門相談員の

皆様に厚く御礼申し上げます。
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